
 

 

平成 24 年８月 24 日 

各    位 

会社名  一 正 蒲 鉾 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長   野崎 正博 

                             (ＪＡＳＤＡＱ コード番号 ２９０４) 

問合せ先  取締役管理部長  滝沢 昌彦                          

電話     025－270－7111 

 

主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 

 

今般、平成24年８月27日付で当社の主要株主である筆頭株主に関し、下記の異動が生じる見込みとなりまし

たので、お知らせいたします。 

なお、有限会社ノザキによる当社株式の本取得は、金融商品取引法第167条第１項及び同法施行令第31条に

規定する公開買付けに準ずる行為として政令で定める「買集め行為」に該当いたします。 

記 

１.異動予定年月日 

 平成24年８月27日 

 

２.異動が生じた経緯 

 当社相談役野崎正平氏より、保有する当社株式の1,383千株を平成24年８月27日の市場内立会外取引に

おいて、有限会社ノザキに売却する旨の報告を受けたため、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の

関係会社の異動が生じることとなります。 

 

３．異動した株主の概要 

（1）新たに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当することになる株主 

①名称 有限会社ノザキ 

②所在地 新潟県新潟市中央区西大畑町579番地10 

③代表者 代表取締役社長 野崎正博 

④資本金 100百万円 

⑤主な事業内容 食料品等販売、不動産の売買・賃貸・仲介・管理業務等 

⑥設立年月日 平成元年３月17日 

⑦総資産 1,250百万円 

⑧純資産 1,057百万円 

⑨大株主及び持株比率 野崎正博(94.92%) 野崎千勢子（5.08%） 

資本会計 当該会社は当社株式2,887,000株を所有して

おります。 

人的関係 当社の取締役1名が当該会社の取締役を兼任

しております。 

⑩上場会社と当該会社 

との関係等 

取引関係 該当事項はありません。 

  

 



 

（2）主要株主である筆頭株主でなくなった株主 

①氏名 野崎正平 

②住所 新潟県新潟市中央区 

③当社との関係 当社相談役 

  

４．当該株主の所有議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

 （1）野崎正平 

 議決権の数   

（所有株式数） 

総株主の議決権の数

に対する割合（※1） 
大株主順位（※2） 

異動前       

（平成24年６月30日） 

1,384個 

（1,384,640株） 
15.02％ 第１位 

異動後 
  1個      

（1,640株） 
 0.01％ － 

 

（2）有限会社ノザキ 

 議決権の数   

（所有株式数） 

総株主の議決権の数

に対する割合（※1） 
大株主順位（※2） 

異動前       

（平成24年６月30日） 

 935個  

（935,000株） 
10.15％ 第２位 

異動後 
2,887個 

（2,887,000株） 
31.34％ 第１位 

（※1） 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式    82,000株 

平成24年６月30日現在の発行済株式総数                      9,295,000株 

（※2） 平成24年６月30日現在の株主名簿を基準として推定しております。 

 

５．今後の見通し 

 有限会社ノザキは、当社代表取締役社長野崎正博及び親族が出資する法人であり、今後も当社の安定株

主として当社株式を長期保有する予定である旨の報告を受けております。 

 なお、本異動による当社の業績等への影響はありません。 

 

 ※別紙：有限会社ノザキによる「株式の買付け決定に関するお知らせ」 

    

  

以  上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
別紙 有限会社ノザキによる「株式の買付け決定に関するお知らせ」 

 

 
平成 24 年８月 24 日 

  
各  位 

会社名 有 限 会 社  ノ  ザ  キ    

代表者 代表取締役社長 野崎 正博 

 

連格先  一 正 蒲 鉾 株 式 会 社    

管理部企画課 五十嵐恵里子 

（TEL.025-270-7111） 

 

株式の買付け決定に関するお知らせ 

 

 当社は、下記の通り、株式の買付けについて本日決定しましたのでお知らせいたします。 

 なお、この取得は金融商品取引法第 167 条第１項及び同法施行令第 31 条に規定する「公開買付に準ずる行

為として政令で定める買い集め行為」に該当いたします。 

 

記 

 
  １．対象銘柄     一正蒲鉾株式会社（市場：大証（ジャスダック スタンダード） 

コード番号 2904 の普通株式）  

 

  ２．買付予定株式数  1,952 千株（予定）（発行済株式総数の 21.19％） 

 

  ３．買付日      平成 24 年 8月 27 日（予定） 

 

 ４．備考       本買付けは長期的に所有することを目的としています。 

            状況の変化により、２の買付予定株式数の数量の内、一部または全部の買付けが

行われない場合があります。 

    

以  上 

 


